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１．本論の目的

本論の目的は、聴覚障害児の二言語教育における各言
語の成立条件とその相互関係を明確にし、指導時に意識
されなければならない学習要素の全体構成図を示すこと
にある。全体構成図を明示するのは、現在、二言語教育
において、他の要素との関連や現実の条件を考慮しない
まま、各要素が単独で局所的に議論されている状況があ
るからである。

例えば、日本手話の言語学的文法研究にはそれ自体と
しての学術的意義はあるが、それが二言語教育の中で実
際にどのような形で位置づけ可能なのかが考慮されてい
なければ、少なくとも二言語教育にとっては実用面での
価値は希薄になる。また、助詞の機能を詳細に説明した
としても、それを授業の現場で実際にどのように活用す
るのかという具体的方策が伴っていなければ、二言語教
育にとっては役に立てることは出来ない。1）全体構成図

を踏まえた現実的かつ具体的議論をするのが聴覚障害児
教育の二言語教育、バイリンガル教育においては大前提
である。

２．問題設定

聴覚障害児教育の世界は、音声言語の習得が中心的課
題として最重要視されていた以前の口話法時代から、手
話も容認する状況に徐々に変化して来た。現在、口話法
やキュードスピーチを堅持する一部の聾学校を除き、ほ
とんどの聾学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部では
音声言語と手話を併用している二言語使用状況になって
いる。

ただし、その二言語併用状況にはいくつかの根本的な
問題が生じている。その根本的な問題の根源にあるのは、
手話そのものに含まれている問題と書記日本語教育との
関係という二つの問題である。
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教育現場においては、この二つの問題に対する明確な
検討がなされないまま、手話の導入のみが先行的に流布
した結果、実際の教科学習の指導場面において、学年の
推移と共に指導上の現実的困難に遭遇するという状況に
立ち至っており、二言語教育の本来の目的が十分に達成
されているとは言い難い事態となっている。

従って、まず必要なことは、二言語教育における各言
語（音声日本語、書記日本語、対応手話、日本手話、指
文字、等）を習得する際の条件と、各言語の相互関係を
明確にし、それを踏まえた上で全体構成に基づいた議論
をすることである。

本論では以下、「二言語教育」と「バイリンガル教育」
という用語を分けて使用する。現在、多くの聾学校では
口話法と対応手話を併用している結果的な二言語使用状
況があり、一方、日本手話と書記言語の併用を明確に意
識した上でバイリンガル教育を実施している私立教育機
関である明晴学園がある。混同を避けるため、前者を「二
言語教育」とし、後者を「バイリンガル教育」とする。

３．聴覚障害児教育における手話導入の経緯

従来、聴覚障害児教育においては音声言語の習得を目
指した口話法という教育が熱心に実施されてきた。しか
し、二十数年前頃から音声言語とは全く異なる手話とい
う視覚的コミュニケーション方法が教育現場で再評価さ
れ、容認から積極的活用へと変化する事態が生じた。そ
れは何故だったのか。

その「変化」の契機は、主流化していた口話法自体に
再考の眼差しが向けられたことにあった。口話法に潜在
していた根源的問題は二つあった。一つは、口話法の現
実的成果に関する問題である。口話法教育は音声言語を
習得させるために聴覚障害児に多大な言語訓練の努力を
強いたが、その成果は期待されたレベルに達することは
稀で、多くの聴覚障害児は音声による意思疎通に困難を
抱えざるを得なかった。そして、その必然的な結果とし
て教科学習においても理解困難状態に陥るという問題が
生じていた。

もう一つの問題は幼少時の過酷な音声言語訓練がもた
らした精神的苦痛による否定的自己像の形成というアイ
デンティティに関わる問題を生んだことであった。口話
法は、母語となり得た手話という言語の獲得機会を奪い、
その代わりに意思疎通手段としては不完全なものにしか
成り得ない音声言語の習得を強いたものとして、成人し
た聴覚障害者にはルサンチマンの対象となっていること
が少なくない。

手話への再評価、積極的活用という状況を招来した理
由の一つに、こうした音声言語を絶対視した医療モデル
的口話法への不信、反発、批判、ルサンチマンという心
理から生じた反動的現象があったことには十分注意を払
っておく必要がある。何故なら、その心理は、「二言語」
や「バイリンガル」と言いながら、実際は手話に対する
強いこだわりから書記日本語への取り組みが現実的には

「二の次」「後まわし」的なものになるという不均衡を生
む潜在的原因になっているからである。また、この心理
は後述する日本手話を母語化すれば、それを基盤に書記
日本語にも移行できるという安易な考えへの支持とも深
く関係していると思われる。何故、書記日本語より手話
の方を優先的に重視する無意識の風潮が日本手話に固執
する一部の聾者やそれを支持する聴者に流布しているの
か。それは、書記日本語教育の重視が音声日本語の習得
を強いた以前の口話法教育と重なり、その再来に見える
からであろう。

何れにせよ、様々な問題が徐々に指摘されるようにな
った結果 2）、口話法絶対化の理念は根本から見直されざ
るを得なくなったのである。そして、その反省の中から、
従来の聾教育では否定的にしか取り扱われて来なかった
手話という視覚的コミュニケーション手段が再評価され
るようになった。

重ねて、手話が聴覚障害児教育へ積極的に導入される
ようになった背景には社会的状況もあった。1996 年に
雑誌「現代思想」で「ろう文化」が総特集され、そこに
木村・市田による「ろう文化宣言」が掲載された。3）こ
の論文は、（1）手話には対応手話と日本手話という 2 種
類の異なる手話があること、（2）日本手話を使用するの
が聾者であり、聾者は対応手話を使う難聴者や中途失聴
者とは異なる独自の言語的少数集団であること、（3）日
本手話は日本語とは異なる独自の文法構造を持った独立
した自然言語であること等を主張した。

この「宣言」は、それまでほとんど社会に認知されて
いなかった日本手話という手話の存在を知らしめ、また
従来は障害者という負のイメージしか付与されていなか
った聾者の表象に対し文化論的な新たな別視点を提示し
たことで隣接領域の人文社会科学系の専門家からも注目
された。4）

ただし、手話を教育現場に導入し始めていた聾学校の
現場にとって、この「ろう文化宣言」の主張は微妙な意
味を持つものでもあった。何故なら、聾学校の教員のほ
とんどが指導時に使っていたのは日本手話ではなく対応
手話だったからである。5）この矛盾については現在も解
決されておらず、そのことが二言語教育における根本的
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な問題を生んでいる。

４．手話導入の書記日本語に対する効用

日本手話を母語とするバイリンガル教育の有用性が主
張された際、それが書記日本語の習得にも効用をもたら
すということが喧伝された。そして、この副次的な効用
の主張は日本手話の重視やバイリンガル教育への期待を
生んだ大きな要因の一つだった。明晴学園のバイリンガ
ル教育における書記日本語指導はこの効用論に基盤を置
いている。6）

日本手話がもたらすこの書記日本語への副次的な効用
を最初に示唆したのは鳥越（1999）で、その主張は言語
発達心理学の岡本夏木（1985）の「一次的ことば／二次
的ことば」理論を援用したものだった。7）また、バイリ
ンガル教育の研究者カミンズ（Cummins）の「基底言
語共有」理論および「相互依存」仮説も同様に日本手話
から書記日本語への「移行（転移）」を実現するものと
して紹介された。しかし、上農（2003）は当初から、こ
れらの主張に疑義を呈してきた。理由は、岡本もカミン
ズもその見解の対象にしているのは聴児であって、聴覚
障害児ではなかったからである。8）

また、当初カミンズが比較対象にしたのは、例えば英
語とフランス語のような共通の祖語を持った、つまり語
彙や文法構造面で類似したインド・ヨーロッパ語族同士
の言語だった。現実的観点に立てば、日本語とは全く異
なる独自の文法構造を持っている視覚言語である日本手
話と書記日本語との間にも「基底言語共有」仮説に基づ
いた「移行（転移）」が容易く生じるとする見解には根
本的な無理があるように思われた。9）

また、もし、日本手話を母語として獲得しさえすれば、
それを基盤に本当に書記日本語も習得し得るのであれ
ば、既に日本手話の母語話者となっている中高年の聾者
は日本語の読み書きにも何ら苦労しなくなっている筈で
ある。しかし、中高年の多くの聾者が日本語の読み書き
に大きな問題を抱えていることは関係者ならば皆知って
いる事実である。この現実を見ても移行説の転用解釈に
は矛盾があった。

この「移行」効用説に基づきバイリンガル教育を実践し
た明晴学園が開設されて 10 年が経ったが、書記日本語
の教育成果については明確な報告はなされていない。10）

日本手話に付随したこの書記日本語に対する効用につい
ては抜本的に再考されるべき時期に来ているのではない
だろうか。日本手話を母語とするバイリンガル教育を実
施する際、書記日本語の教育に関しては別様の対応が必

要であることを 10 年間という時間的経過は示唆してい
るように思われる。

５．手話導入の現状

様々な問題を内包しながら現実的には手話を「併用」
している多くの聾学校の二言語使用の実状は現在どのよ
うなものになっているだろうか。

まず、聾学校で教育を受ける子供たちには習得言語の
面で多様性がある。口話法教育を受けた結果、基本的に
音声中心で手話がほとんど理解できない子供もいれば、
手話と音声を併用する子供もいるし、ほとんど手話だけ
しか理解できない子供もいる。その一方で人工内耳を埋
設した子供も増えている。

また、その習得している言語力自体のレベルにもそれ
ぞれ大きな格差がある。デフファミリー（両親聾家庭）
の出身児であっても、手話が苦手な子供もいれば、日本
手話を母語としながら対応手話も理解し、かつ音声言語
も一定レベルで活用できる子供もいる。要するに生徒側
の手話に対する理解能力は決して一様ではないのであ
る。では、その不均衡を平準化するための手話学習の時
間がカリキュラムの中に設けられているかというと、そ
のような時間は幼稚部、小学部、中学部、高等部のどこ
にも設定されていないのが実状である。

教員の手話能力はどうか。これも原則、教員個人の努
力に委ねられているのが現実である。学校によっては手
話の研修が実施されていることもあるが、それへの参加
も任意であることが殆どで、手話の能力レベルは基本的
に教員次第である。その結果、授業の際、現在では殆ど
の教員が音声と共に手話を併用しているが、その手話の
レベル、正確さ、使用頻度には著しい相違がある。「手
話も併用して授業を実施している」と言う教師は少なく
ないが、その実態は、音声の所々に簡単な手話単語を付
けているだけという杜撰な状況も少なくない。

仮に対応手話であったとしても、それを音声と併用し
て教科学習の内容を遺漏なく、きちんと表現できるよう
になるためには、教師は少なくとも 1、2 年の手話学習
に励まなければならない。そのため、「対応手話できち
んとした授業をする」ということ自体、聾学校のすべて
の教師が実行できるわけでは決してないのが現実であ
る。

要するに、手話併用と言っても、手話は音声（口話法）
で指導する際の補助手段、それも間に合わせ的な曖昧な
レベルの補助手段として使われているというのが平均的
現状である。
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このような状況の中で聾学校では何が教えられている
のか。無論、それは各科目の教科内容である。そして、
それは教科書という書記日本語で書かれたテキストの内
容を読解することを基盤とした学習である。日本語で書
かれた内容を、日本語として正確に理解し、それを日本
語で表現することが学習の目的であり、生徒にはそれに
副った理解能力が求められる。当然、その学習が順当に
成立するためには生徒側にそれ相応の日本語の語彙力と
文法に対する堅固な理解力があることが前提となる。

仮に聴覚障害児が手話を介したやり取りに拠って「教
科内容が何となく

4 4 4 4

分かったような気になった」としても、
そして、それがかつての口話法時代の理解状況に比べれ
ば多少なりとも改善されたものになっているとしても、
日本語の基礎的語彙や文法の理解力が不足していれば、
書記日本語で書かれた教科書を十全に理解することはや
はり困難にならざるを得ない。教科学習理解を支える日
本語自体の問題は手話の活用に拠ってしても決して容易
に解決できているわけではないのである。まして、教育
現場で使用されているのが曖昧な対応手話でしかないな
らば、その授業理解に対する効果はさらに低下せざるを
得ないのは論を待たない。

６．対応手話と日本手話の効用比較

対応手話の利点は手話単語さえ学習すれば（それでさ
え一定の労力は要するが）、あとは日本語の発話に合わ
せ、それを表示すればいいという、聴者や中途失聴者に
とっての簡便性にある。文章を組み立てる際、文法は日
本語のままで使用できる（それに比べ日本手話の場合は
日本語とは全く別の文法を習得する必要がある）。言語
的には手指で表された日本語であり、そのため手指日本
語とも言われる所以である。

また、対応手話には通常、音声や口形が付随している
ため、口話法教育の補助手段になり得る。教育理念とし
て手話を認めつつ音声言語の習得も同時に堅持しようと
する多くの聾学校にとっては矛盾を生じさせない都合の
いい手話ということにもなる。

ただし、対応手話には授業の際、教科内容を厳密に説
明したり、それについて生徒と教師が質疑応答しようと
したりする時、大きな問題が生じる。対応手話では日本
語の助詞の部分は欠落する（何も表示されない）。助詞
は音声と口形だけによって表出される。11）そのことは何
を意味するのか。聴覚障害児にとって一語や二語という
短い音節の助詞を正確に聞き取ることは極めて困難であ
り、視覚的に補足できる口形も日本語の場合、瞬時に見

て明確に識別できる母音の口形は類似しているため実質
的には三種類、場合によっては二種類でしかない。

つまり、対応手話の場合、助詞を認識するのは非常に
困難なのである。助詞が言語情報間の論理関係を表す重
要な機能語であることを考えると、それが明確に認識で
きないとなれば文の意味を理解する上で致命的なダメー
ジとなる。また、対応手話では動詞の活用、自動詞と他
動詞、時制、能動態と受動態、使役、等も正確に表現す
ることに困難が生じる。12）

要するに教科内容の複雑な論理関係や微妙な感情のニ
ュアンス等を正確に説明しようとした時、対応手話ではそ
れを適切に表現できないという指導言語としての欠点が
ある。日常場面で簡単な情報を伝え合う際には対応手話
は生活言語として口話より遥かに優れた伝達性を発揮す
るが、学習言語のレベルにおいては明らかに限界がある。

一方、日本手話は、独自の文法機能を通して微妙なニ
ュアンスや精密な論理を正確に表現する。そして、その
表現は日本手話の母語話者である聾者であれば、誰にと
つても視覚的に明確に認識できる。

しかし、日本手話は日本語とは全く異なる独自の文法
に基づいた言語であり、音声も伴わないため、口話法の
補助手段にはならないし、発話の練習にも寄与しない。
聴能や発音も堅持しようとする聾学校にとっては都合の
悪い手話となる。何より、聴者教員が外国語同様の日本
手話をゼロから習得し、それを駆使して教科内容を正確
に説明できるレベルになるためには数年の研鑽を要す
る。日本手話の習得を求めることは、授業以外の校務で
多忙を極めている現在の聾学校教員には現実的に極めて
困難な要求である。

手話併用という昨今の状況は口話法絶対化への反省と
いう時流の結果として利便的に選択された対応手話に拠
ってもたらされたものに過ぎない。従って、手話の種別
に関する教育言語としての妥当性の厳密な比較検討もま
だ十分になされてはいない。13）

７．二言語教育における書記日本語の問題

対応手話に比べて、日本手話が言語としての伝達性や
表現力の点で遥かに優れていることは指摘した通りであ
るが、そのことと、それが日本語の習得に効力を持つか
どうかはまた別な問題である。そして、バイリンガル教
育が主張したような日本手話による「移行（転移）」と
いう都合のいい効用は容易くは望めないことは前述し
た。また、音声日本語の習得を基盤にして、それを文字
に変換させるという口話法の書記日本語習得方略が功を
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奏さなかったことも指摘した。さらに、対応手話につい
ても、口話による簡単なコミュニケーションの補助手段
としては便利ではあっても、学習言語のレベルになれば
伝達性の点で精密さを欠くことは説明した。

要するに、日本手話、口話法、対応手話の何れにおい
ても、それを介して書記日本語の能力を育成することは
今もって困難なままだということである。

そのような八方塞がりの状況の中、一つの打開策の試
みとして、近年、東京都立大塚ろう学校小学部では動詞
の活用や助詞の運用を音声や手話を介さず、図やカード
を活用して視覚的に直接指導する江副文法を援用した大
塚式文法指導法が実践された。14）

８．各言語の位置づけと全体構成要素図

1) 就学前の生活言語
聾学校における日本語（音声と書記）と手話（対応手

話）の二言語教育を実施する際も、また日本手話と書記
日本語のバイリンガル教育を実施する際も、必要な学習
内容を構想する際には生活言語と学習言語という大枠の
概念は有効に機能するだろう。何故なら、言語獲得は生
活言語から学習言語へと段階的に推移していくからであ
る。

生活言語とは子供が誕生してから就学するまでの 6 年
間に様々な生活体験を通して習得していく基礎的な文法
知識と基本語彙のことである。この基礎的な言語力が重
要な意味を持つのは、それが子供の思考力の基盤となる
からである。例えば、日本語の場合であれば助詞という
品詞の運用によって物事の因果関係や比較、仮定といっ
た論理を駆使するようになるし、語彙の蓄積によって、
言葉自体の階層的カテゴリー構造を理解するようにな
る。そして、その就学前の時期に習得した言語的思考力
が就学後の学習言語理解の不可欠な支えとなるのであ
る。

しかし、聴覚障害児の場合、この就学前の基礎的言語
力が聴児と比較して非常に脆弱なことが多い。音声から
も手話からも言葉が的確に、そして十分に入っていない
場合が多いからである。そして、この基礎的言語力の脆
弱さは必然的に小学校に就学してからの教科学習理解に
大きな支障を生じさせる。15）

バトラー後藤（2011）が指摘するように学習言語とい
う概念の厳密な定義は研究的にもまだ確定していない
が、少なくとも、それが出現するのは就学後の教科学習
においてであるということは基本的な前提であろう。そ
して、その教科学習は教科書という書記日本語で書かれ

た文字情報の理解を中核としていることも忽せには出来
ない現実である。

この現実がある以上、就学後の教科学習を理解してい
くために書記日本語の基礎的能力は子供にとって必要不
可欠なものなのであることは誰の目にも明らかである。
二言語教育において書記日本語への指導が手話の習得に

4 4 4 4 4 4

劣らず同等の非常に重要な意味を持つ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

のはそのためであ
る。
2）就学後の学習言語

教科学習の中で未知の新出語句として出現する学習言
語の意味を理解する際、子供はそれを就学前に習得した
既知の類似した生活言語に変換して理解する。あるいは
複数の生活言語に分解して理解する。このように学習言
語と生活言語は循環的に関係し合って理解を推し進めて
いく。また、文章に含まれた思考の論理を読解する際は、
就学前にその基礎的構造を理解したカテゴリー認識が応
用される。
3）教科学習に対する理解困難

生活言語の語彙も貧弱で、カテゴリー認識も育ってい
ない聴覚障害児の場合、就学直後より教科書の理解を前
提とした教科学習に付いていけなくなるのは必然であ
る。未知の学習言語を噛み砕いて理解するための生活言
語の持ち合わせがないからである。

こうして生活言語もわからないままで、かつ新出の学
習言語もわからないという負債を二重に背負いつつ、そ
の状態が学年の進行と共に堆積、増大していく。そして、
それは高等部になって手の施しようがない膨大な学力の
積み残し問題となって露呈する。16）

4）日本手話の時間差バイリンガルの問題
日本手話を母語化させるため時間的に日本手話の習得

を優先させ、書記日本語への教育を一定期間経った後で
実施する時間差バイリンガル教育を採用した場合、そこ
には当然、先発言語と後発言語の理解レベルに言語的落
差が生じる。　

その結果、書記日本語で書かれた教科書を使用した教
科学習を学年対応で実施するのは困難になる。日本手話
の生活言語の語彙や文法は母語として習得できていると
しても、それは書記言語で書かれた教科書の日本語の語
彙と文法とは全く異なるものでしかないため、書記日本
語の学習言語の理解には容易に繋がらないのである。
5）学習言語における漢字の問題

二言語教育における学習言語という問題を考える際、
対応手話か日本手話という議論により忘れられがちにな
っている重要な他の問題がある。それは学習言語の大部
分が日本語の場合、漢熟語であるという事実である。漢
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熟語で表記された学習言語の読み方と意味を理解するため
には漢字に対する一定量の正確な知識が不可欠となる。17）

例えば、「確認」という学習言語を正しく読んで、意
味を理解するためには、「確」という漢字の音読みが「カ
ク」で、訓読みが「たしか（める）」であり、「認」とい
う漢字の音読みが「ニン」で、訓読みが「みと（める）」
であるという知識が必要である。さらには、「確かめる」
とは「正しいかどうか調べる」、「認める」とは「それで
いいと思う」という生活言語レベルの意味の理解も必要
である。

書記日本語については漢字ひとつ採っても、このよう
に音読み、訓読み（意味）、書字という三要素の学習が
必要となる。この知識を小学 6 年間で約 1000 字、中学
3 年間で約 1400 字について習得しなければならない。
さらに聴児の場合、読み方も意味も音声から情報が入る
が、聴覚障害児の場合は一つ一つ文字と指文字で確認し
ながら記憶していかなければならない。

また、漢字の書字についてはそれ自体として習得して
いくしかなく、その事情には聴児と聴覚障害児の違いは
ないし、日本手話が活かされる余地もない。つまり、日
本手話から書記日本語に「移行（転移）する」と言った
所で、漢字学習についてはそのような効用が生じること
は期待できないのである。

書記日本語に関しては、就学前の生活言語レベルの語
彙と基礎的文法、文字（平仮名の読み書き）、そして就

学後の学習言語レベルの語彙、発展的文法、漢字（訓読
み、音読み、書字）、作文、読解という多様な学習要素
がある。それを音声言語、対応手話、指文字という各メ
ディアを組み合わせながら、具体的にどのように指導す
るかという課題がある。
6）日本手話の学習言語の問題

日本手話が自然言語である以上、当然、それを母語と
する聾児は就学前の時期に日本手話の生活言語を獲得す
る。であるなら、就学後はその生活言語は学習言語へと
発達するのだろうか。18）もし、その生活言語が日本手話
としての学習言語として発達すると言い得るためには教
科書（学習対象）の問題を明確にする必要がある。教科
学習の際、なぜ教科書という限定された情報を学習の対
象にするのか。それは学習内容の恣意性や曖昧化を避け
るためであり、その事情は日本手話による教科学習の場
合においても同様であろう。

ただし、日本手話という言語は文字を持たない。であ
るなら、書記言語で書かれた教科書はあり得ないわけで、
日本手話で実施する授業の教科書はビデオ等で作成され
た視覚的なものであるしかなくなるが、現在、固有の教
科に関する包括的な教科書としての視覚教材はまだ存在
していない。
7）全体構成図

以上述べてきた内容を図示した全体要素構成図（図 1）
を示す。

図 1　聴覚障害児教育の二言語教育における学習要素の全体構成図　(2018 上農 作成 )
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注

1） 手話による助詞の指導法に関する研究として脇中
（2012）がある。格助詞に始まり副助詞、接続助詞等、
かなり詳細に解説した労作であるが、網羅的であるだけ
に、指導時に辞書的に活用できても、助詞を一定時間内
に計画的に指導する際の指針としてはやや活用し辛い。
木島（2013）はその点、より実践的な内容になっている。
2） 上農（2003）は口話法によるインテグレーション（統
合）教育の問題を詳細に分析した。
3） 初出は前年 1995 年の「現代思想」3 月号（サイー
ド特集）の「特別企画」としての掲載。
4） 社会学の大澤真幸（1996,2007）、脳科学の酒井邦嘉

（2002）等の言及がある。
5） 現在、日本手話と言われている手話は、以前は「伝
統的手話」「聾者的手話」と呼ばれていた。つまり、聾
者が日常的に使っていた手話は不完全なものと見なさ
れ、聴者の聾学校教員や手話通訳者から「日本語の文法
に則した正しい対応手話に直される」という奇妙な逆転
現象があった。その伝統を継承してきた聾学校の聴者教
員の多くは口話法による教科指導に適合させなければな
らないという必要もあり、対応手話を使用するのが通例
であった。また、聴覚障害教員の場合も、ほとんどが口
話法教育を受けたインテグレーション出身者であるた
め、その使用している手話は通常、口話法で培った日本
語に基づいた成人前後に習得した対応手話である。
6）日本手話を母語とするとバイリンガル教育を実施し
ている明晴学園が運営しているサイト「バイリンガル・
バイカルチュラル教育センター」上の「ミニ講座」では、
日本手話を母語として獲得すれば、そこから他の言語に
移行（転移）できるという説明がされている（第 9、
10、11 回）。
7）「一次的ことば／二次的ことば」概念の典拠である岡
本（1985）には確かに難聴児、聾学校、手話に言及した
箇所が数箇所ある。岡本が明らかに聴覚障害児の問題も
意識していたことがわかる。ただし、発話を文字にすれ
ば書き言葉が獲得されるとする安易な考えに対しては次
のような注意を促している。「単に文字さえおぼえれば、
自分の話している文をただちに書きことばとして綴れる
というような単純ないとなみでないことを、おとなたち
はあまりにも気づいていないのではないか。」（岡本
1985:66）
8） カミンズには ASL と聾児の学力の関係について考
察した論考（2011）があるが、ASL と英語の事例を日
本手話と書記日本語の関係に該当させることの妥当性に

関してはやはり慎重な検討を要するだろう。
9） カミンズの移行説に関する同様の批判的見解が長南

（2006:121-122）にも見られる。
10） 明晴学園教員の岡（2013）が「時期尚早」と断りな
がら、初めての中学部卒業生の高校進学状況を通し、「ま
ずまず高校受験に耐えうる日本語力は付いてきているも
のと思われる」とその教育成果を報告しているが、書記
日本語の文法指導等を具体的にどのように実施している
のかは外部からは確認できない。
11） 1968 年、栃木聾学校の教員だった田上隆司を中心
として使用実践が開始された「同時法的手話」は、助詞
や動詞活用語尾については指文字で逐次提示することで
対応手話の欠陥を補うような工夫が施された。しかし、
その手指運動の煩雑さ故に「同時法」はその後、広範囲
に流布することはなかった。
12） 脇中は日本手話絶対主義の頑ななバイリンガル教育
には懐疑的であるが、脇中（2012）の助詞の手話表現を
みると、使役等に関してはかなり日本手話的な要素が採
用されている（第 1 巻 171 頁等）。
13） 聾教育の日本語指導における手話の効用を実証的な
調査に基づき検討した研究に長南（2001,2006）がある。
貴重な知見が報告されているが、調査対象が既に一定期
間の教科学習を経ている段階の聾学校高等部生徒であ
り、最も肝心なそれまでの言語的生育歴が不明である。
その点が詳細に解明されない限り、書記日本語の指導法
への示唆としては十分なものと言えない。必要なのは幼
少期における手話習得と書記日本語の関係の実態調査な
のである。
14） 東京都立大塚ろう学校小学部では木島照夫の主導に
より江副文法を援用した文法指導を実施してきた（詳細
は上農 2012,2013）。その 15 年に及ぶ実践成果を簡略に
総括した資料が大塚ろう学校（2017）である。また、実
践の中期から後期にかけ中心的な教員として授業を展開
した島田（2018）による補足的な報告もある。木島が単
独で運営しているブログ「難聴児支援教材研究会」の内
容はこの大塚ろう学校における実践を反映させたもの
で、成果に関する数値データを含め指導法の詳細が開示
されている。
15） 聴覚障害児の言語力が聴児に比べ押し並べて低いこ
とを指摘する実証的研究は以前からあった。井澤他編

（2010）には 1971 年から 2004 年までに実施された 4 名
の研究者による読書力調査の結果がグラフに纏められて
いるが、それらは共通して聴覚障害児の言語力が聴児の
それと 3 年前後遅れており、その差は小 1 から高 3（専 2）
まで続いていて、埋められていないことを示している。
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また、2007 年から 2011 年にかけて実施された岡山大学
医学部耳鼻咽喉科（福島邦博）の感覚器障害戦略研究に
おいても、同様の遅れがあることがその大規模な調査を
通し、実証的に指摘されている。
16） 桑原（2014）は北海道高等聾学校の生徒に対する標
準読書力テストの結果を分析した研究だが、そこでは、
対象生徒の 3 分の 2 強が中学 3 年以下、2 分の 1 弱が小
学 6 年以下の各段階に留まっていること、下位検査の結
果を見ると最も多集団である中 1 から高 1 の集団におけ
る読解力は小 3 から小 4 程度と考えられることが報告さ
れている。
17） バトラー後藤は「漢字の学習は国語の授業の中だけ
では不十分である」（バトラー後藤 2011:152）と漢字が
学習言語に占める重要性を指摘している。
18） 第 27 回全国聴覚障害教職員協議会シンポジウム宮
崎大会（2018 年）の記念講演「聴覚障害児教育の現場
において、『学習言語』と『生活言語』をどう考えるか」

（宮城教育大松崎丈）においては幼稚部児童に見られる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

日本手話の学習言語
4 4 4 4 4 4 4 4 4

という問題が取り上げられたが、鳥
越は第 11 回ろう教育を考える全国討論集会 in 奈良（1999
年）の記念講演「ろう教育と手話の言語発達」で「手話
には学習言語（二次的言語）はない」と記された比較表
のスライドを提示している。
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